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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　先端部にＡ通気孔を形成すると共に、側面部に吸引口を形成し、後端部が閉塞された筒
体と、
　この筒体内を前室と後室に仕切る状態で該筒体内面に密着し、上記吸引口から先端側の
位置で往復動するピストン部、このピストン部を支持する軸部、及びこの軸部の後側に設
けられた押部を有し、この押部にＢ通気孔を形成すると共にこのＢ通気孔に連通して上記
軸部内に通気路を形成し、かつ上記筒体後室内に配置される上記軸部に上記軸部通気路か
ら上記筒体後室内へ連通するＣ通気孔を形成したピストン体と、
　このピストン体の押部と上記筒体との間に配置され、押し操作した上記ピストン体を元
の位置へ復帰させるバネと、を含んでなり、
　上記Ｂ通気孔を塞ぎながら上記押部を押すことにより、上記筒体の吸引口から流体を吸
引する吸引シリンジ。
【請求項２】
　内視鏡の吸引ポートに管接続された流体貯留タンクに、上記筒体の吸引口を管接続し、
請求項１記載の吸引シリンジを内視鏡用として用いる内視鏡用吸引シリンジ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、流体を吸引することができる吸引シリンジ、及び内視鏡内の吸引管に接続し
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て被観察体内の流体を吸引することができ、かつ携帯できる内視鏡用吸引シリンジの構成
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図５には、従来の内視鏡装置の構成が示されており、内視鏡（スコープ）は、例えば固
体撮像素子を備えた先端部１Ａ、湾曲部を介して設けられた操作部１Ｂ等を有する。この
操作部１Ｂには、鉗子栓を有する鉗子口（処置具挿通チャンネル導入口）３が設けられ、
この鉗子口３から先端部１Ａの先端面まで、処置具挿通チャンネル４が配設される。この
処置具挿通チャンネル４には、被観察体内の流体（内容物）等を吸引するための吸引管５
が接続されており、上記処置具挿通チャンネル４は吸引管としても機能するようになって
いる。
【０００３】
　また、上記操作部１Ｂには、吸引ボタン（機械式又は電気式）７ａ、送気送水ボタン７
ｂ、カメラシャッタボタン７ｃ等が配置されている。上記吸引管５は、例えば機械式の場
合は、上記吸引ボタン７ａが配置される管接続部を介して液体貯留タンク８に接続されて
おり、この貯留タンク８に、吸引用のポンプ９が接続される。
【０００４】
　このような内視鏡装置によれば、上記吸引ボタン７ａを操作すると、吸引用ポンプ９の
吸引動作によって処置具挿通チャンネル４と吸引管５を介して被観察体の液体（内容物）
等を吸引し、この液体等を貯留タンク８へ排出することができる。なお、鉗子口３から処
置具を先端部１Ａまで導き、被観察体内の各種の処置を行うこともできる。
【特許文献１】特開２００６－２８０５３７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の内視鏡装置において吸引を行う場合は、上述のように吸引用ポン
プ９が必要となり、この吸引用ポンプ９を配置した施設以外の場所では、内視鏡を使用す
ることが困難であるという問題があった。このような問題を解決し、携帯性に優れた内視
鏡を得るために、従来では、上記特許文献１に示されるように、気体圧縮ボンベとノズル
ユニットを用い、気体の噴出しによって吸引力を発生させるようにすることも提案されて
いる。しかし、この場合でも、気体圧縮ボンベやノズルユニットを用いることから、装置
が大きくなるし、構造も複雑になっている。
【０００６】
　内視鏡装置の携帯化は、設備の整った施設以外の各種場所での使用、ベッドサイドでの
使用、緊急時の使用等を可能にし、また構成の簡易化は、コストの低減に繋がり、吸引に
関する機器の携帯化、簡易化ができれば、利便性の高い内視鏡装置を提供できることにな
る。
【０００７】
　また、一般に用いられるシリンジでは、手動でピストンを引っ張り操作することで吸引
が行われているが、シリンジ筒内の容量の一回限りの吸引しかできず、量の制限のない連
続した吸引を容易に行うことはできなかった。
【０００８】
　本発明は上記問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、吸引量に制限のない連
続した吸引を容易に行うことができる吸引シリンジ及び内視鏡装置の携帯化、簡易化に繋
がる吸引に関する機器の携帯化、簡易化を得ることができる内視鏡用吸引シリンジを提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、請求項１の発明に係る吸引シリンジは、先端部にＡ通気孔
を形成すると共に、側面部に吸引口を形成し、後端部が閉塞された筒体と、この筒体内を



(3) JP 5028697 B2 2012.9.19

10

20

30

40

50

前室と後室に仕切る状態で該筒体内面に密着し、上記吸引口から先端側の位置で往復動す
るピストン部、このピストン部を支持する（上記筒体内径よりも小さい外径を持つ）軸部
、及びこの軸部の後側に設けられた押部を有し、この押部にＢ通気孔を形成すると共にこ
のＢ通気孔に連通して上記軸部内に通気路を形成し、かつ上記筒体後室内に配置される上
記軸部に上記軸部通気路から上記筒体後室内へ連通するＣ通気孔を形成したピストン体と
、このピストン体の押部と上記筒体との間に配置され、押し操作した上記ピストン体を元
の位置へ復帰させるバネと、を含んでなり、上記Ｂ通気孔を塞ぎながら上記押部を押すこ
とにより、上記筒体の吸引口から流体を吸引することを特徴とする。
　請求項２の発明は、内視鏡の吸引ポートに管接続された流体貯留タンクに、上記筒体の
吸引口を管接続し、請求項１記載の吸引シリンジを内視鏡の吸引機器として用いることを
特徴とする。
【００１０】
　本発明の構成によれば、例えば円板状のピストン部と細径の軸部によって、閉空間とさ
れた筒体内に前室と後室が形成される。そして、押部を親指等で押すと、Ｃ通気孔が塞が
った状態でピストン体が前側へ往動し、筒体先端部のＡ通気孔から筒体前室内の空気が外
側へ押し出されると共に、吸引口から筒体後室へ外側空気が吸引される。即ち、吸引口に
管接続された流体を吸引することができる。また、請求項２に係る内視鏡装置の場合は、
上記吸引口に貯留タンクが管で接続されるので、この貯留タンクに接続された吸引ポート
から内視鏡内の処置具挿通チャンネルを介して被観察体内の液体等が吸引される。
【００１１】
　次に、押部から親指等を離したとき、Ｃ通気孔、軸部通気路、Ｂ通気孔を通って筒体後
室内の空気が排気されながら、バネの付勢力によって、ピストン体が後側へ自動的に復動
し、元の位置へ戻る。従って、押部を押す操作を繰り返すことにより、筒体内の容量に関
係なく、連続して吸引を実行することが可能となる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の吸引シリンジによれば、押部の押し操作を繰り返すことで、吸引量に制限のな
い連続した吸引を容易に行うことができるという効果がある。
　また、内視鏡用吸引シリンジによれば、吸引に関する機器の携帯化、簡易化、ひいては
内視鏡装置の携帯化、簡易化が可能となり、設備の整った施設以外の各種場所、ベッドサ
イド、緊急時等における内視鏡の使用が容易となり、利便性の高い内視鏡装置が得られる
という効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　図１には、実施例に係る吸引シリンジが示され、図２乃至図４には、図１の吸引シリン
ジを内視鏡装置に適用した場合の構成が示されており、図１において、吸引シリンジは、
円筒状の筒体１１とピストン体（スライダー）１２を有してなる。この筒体１１は、後端
が円形状の閉塞（気密）板１１ａで閉塞されており、その先端面（筒体前室１１Ｆ）にＡ
通気孔ＶＡが設けられると共に、中央部から後側の側面（筒体後室１１Ｒ）に吸引口１４
が設けられる。なお、上記通気孔ＶＡは、筒体先端部の側面に開けるようにしてもよい。
【００１４】
　一方、ピストン体１２は、上記筒体１１の内面に密着しながら摺動（往復動）し、筒体
内を前室１１Ｆと後室１１Ｒに仕切る所定厚さの円板状のピストン部（摺動部）１２ａ、
このピストン部１２ａを支持し上記筒体１１の内径よりも小さい外径とされた円柱棒状の
軸部１２ｂ、この軸部１２ｂの後側に配置され、親指等で押してピストン動作をするため
の円板状の押部１２ｃからなる。
【００１５】
　また、この押部１２ｃの中心部に、Ｂ通気孔ＶＢが形成されると共に、このＢ通気孔Ｖ

Ｂに連通するように、上記軸部１２ｂの径方向中心部に軸部通気路（管路）１６が形成さ
れ、この軸部１２ｂの先端側（筒体後室１１Ｒ内の位置）には、上記通気路１６から筒体
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後室１１Ｒに連通するＣ通気孔ＶＣが形成される。更に、上記筒体１１の後側のフランジ
部１１ｂとピストン体１２の押部１２ｃとの間に（それぞれに係合する状態で）、押した
押部１２ｃを元の位置へ戻す方向へ付勢するバネ（スプリング）１８が設けられる。
【００１６】
　このような吸引シリンジによれば、図１（Ａ）の基本（不操作）状態から、Ｂ通気孔Ｖ

Ｂを塞ぎながら押部１２ｃを親指等で（バネ１８に抗して）押すと、筒体１１の前室１１
Ｆ内の空気がＡ通気孔ＶＡから排出される一方、後室１１Ｒ内の体積が増えることで、吸
引口１４から後室１１Ｒ内へ外側空気を吸引することができる。従って、この吸引口１４
に接続したチューブの先端口を目的の流体中に配置すれば、その流体を吸引することがで
きる。
【００１７】
　また、図１（Ｂ）の状態から、押部１２ｃの押し操作を解除すると、Ｂ通気孔ＶＢが開
放されると共に、バネ１８によってピストン体１２が後側へ付勢されるので、後室１１Ｒ
内の空気がＣ通気孔ＶＣ、軸部通気路１６を通ってＢ通気孔ＶＢから排気され、ピストン
体１２が図１（Ａ）の元の基本状態へ自動的に復帰することになる。従って、繰り返して
押部１２ｃの押し操作することにより、連続して複数回の流体吸引を行うことができる。
【００１８】
　図２乃至図４は、上記の吸引シリンジを内視鏡に接続したときの構成であり、図２（Ａ
）に示されるように、内視鏡操作部（構造体）２０には、処置具挿通チャンネルの鉗子口
２１、吸引ポート（吸引管接続口）２２が設けられ、操作部内には、吸引ポート２２に連
通し処置具挿通チャンネルに接続された吸引管２４が配設される。一方、操作部２０の側
面部等には、例えば所定深さの円形穴を有するシリンジ固定部（取付け部）２６が設けら
れ、シリンジ１１の側面には上記固定部２６の円形穴に嵌合する円形棒状の突出部２７が
設けられており、この突出部２７を上記固定部２６に嵌合することにより、シリンジ１１
が操作部２０の側面部に装着固定できるようになっている。
【００１９】
　また、内視鏡装置では、吸引物を貯留するタンク２９が設けられ、このタンク２９に対
し上記吸引ポート２２が連結チューブ３０ａを介して接続されると共に、上記シリンジ１
１の吸引口１４が連結チューブ３０ｂを介して接続される。
【００２０】
　このような内視鏡装置によれば、図３の基本状態から、図４のようにＢ通気孔ＶＢを親
指等で塞ぎながらバネ１８の付勢力に抗して押部１２ｃを押すと、筒体１１の前室１１Ｆ
内の空気がＡ通気孔ＶＡから排出される一方、後室１１Ｒ内の体積が増えることで、吸引
口１４から後室１１Ｒ内へタンク２９内の空気が吸引される。この結果、タンク２９内の
減圧により内視鏡先端部から吸引管２４を介して被観察体内の流体（内容物等）が吸引さ
れ、タンク２９へ収納される。
【００２１】
　また、図４の状態から、親指等を離して押部１２ｃの押し操作を解除すると、Ｂ通気孔
ＶＢが開放されると共に、バネ１８によってピストン体１２が後側へ付勢されるので、後
室１１Ｒ内の空気がＣ通気孔ＶＣから軸部通気路１６、Ｂ通気孔ＶＢを介して外部へ排気
され、ピストン体１２が図３の元の基本状態へ自動的に復帰する。このような押部１２ｃ
の押し操作を繰り返すことにより、連続した複数回の流体吸引を行うことができ、量の制
限のない吸引が可能
になる。
【００２２】
　上記実施例において、ピストン体１２はバネ１８の長さに相応した図１（Ａ）又は図３
で示した基本位置で停止するが、この停止動作を確実とし、安定して行われるようにする
ためのストッパ機構を、筒体１１と軸部１２ｂとの間に設けることもできる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
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【図１】本発明の実施例に係る吸引シリンジの構成を示し、図（Ａ）は不操作時の断面図
、図（Ｂ）は押し操作時の断面図である。
【図２】実施例に係る内視鏡用吸引シリンジの構成を示し、図（Ａ）は不操作時の斜視図
、図（Ｂ）は押し操作時の斜視図である。
【図３】実施例の内視鏡用吸引シリンジの不操作時の構成を示す斜視断面図である。
【図４】実施例の内視鏡用吸引シリンジを押し操作したときの構成を示す斜視断面図であ
る。
【図５】従来の内視鏡装置の構成を示す図である。
【符号の説明】
【００２４】
　５，２４…吸引管、　　　　１１…筒体、
　１１Ｆ…前室、　　　　　　１１Ｒ…後室、
　１２…ピストン体、　　　　１２ａ…ピストン部（摺動部）、
　１２ｂ…軸部、　　　　　　１２ｃ…押部、
　１４…吸引口、　　　　　　１６…軸部通気路、
　１８…バネ、　　　　　　　２２…吸引ポート、
　２６…固定部、　　　　　　２７…突出部、
　２９…貯留タンク、　　　　ＶＡ…Ａ通気孔、
　ＶＢ…Ｂ通気孔、　　　　　ＶＣ…Ｃ通気孔。

【図１】 【図２】
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